
中医協 診－ 2  

21．12． 4  
8）。  

3 老優施設入所者においても、がん患者等が入所している例が見られるが、   

現状、内服の抗腫癌剤は医療保険から算定可能としているものの、注射   

の抗腫瘍剤は算定できないこととしている。近年、外来化学療法の安全   

性の向上等により、外来化学療法患者が増加傾向にあり、今後、老健施   

設への入所を必要とする外来化学療法患者が増加することも想定される  

（参考資料P9－14）。  

第3 診療報酬上の評価  

1退院後、在宅療養へ移行する患者について、退院後の在宅療法を担う   

医師と入院中の医療機関の医師が共同して指導を行った場合の評価を   

設けるとともに、退院後の在宅療養を担う薬剤師や訪問者護ステーション   

の看護師、ケアマネージャー等も加わった場合の加算を設けた。  

介護保険との連携について  

第1医療保険と介護保険の連携の状況について  

165歳以上人口の割合は増加しており、要介護（要支援）認定者数も増   

加している（参考資料Pl～2）。   

2 介護サービスを受けるためには、居住地の市町村への中海を行い、認定   

調査・主治医意見書に基づいた要介護認定を受ける必要がある。原則と   

して、申請の受付から認定結果の通知については、30日以内に行うこと   

とされている（参考資料P3）。  

3 主治医意見書には、介護サービス提供時の医学的観点からの留意点、   

利用する必要があると考えられる医療系サービス等の情報が含まれてお   

り、患者本人及び主治医の同意によって居宅介護支援事業者等（以下ケ   

アマネージャー）が介護サービス計画（以下、ケアプラン）を作成に利用す   

ることが可能である（参考資料P7…8）。   

4 介護老人保健施設には常勤医師が配置されているため、比較的病状が   

安定している者に対する療養については当該医師により提供可能である   

ことから、介護老人保健施設入所者に対する診療科については、施設入   

所者以外の患者に対するのとは別の整理を行っている（参考資料 Pll～  

14）。  

第2 現状と課題  

1入院患者のスムーズに在宅復帰を可能にするには、地域の事業者等に   

ついて、情報提供可能なケアマネージャーと、入院時から連携することが   

重要である。特に、入院前から在宅で居宅系サービスを利用していた患   

者の場合、そのケアプランの作成を担当していたケアマネージャーと入院   

早期から適切な連携を図ることが必要である（参考資料P4）。  

2 ケアマネージャーへの調査によると、他機関との連携に関する悩みのうち、   

主治医との連携が取りにくいとの回答が57．2％を占めた。また、主治医意   

見書は、居宅において介護を受ける患者に医療と連続した適切なサービ   

スを提供するために重要な情報が記載されているが、入手していない割   

合が5割を超えるケアマネージャーが21％以上見られた（参考資料 P5－  

1  

BOO4 退院時共同指導料1  

1在宅療養支援診療所 1，000点  

21以外  600点  

BOO5 退院時共同指導料2  300点  

退院後の在宅療養を担う薬剤師や訪問看珪ステーションの看護師、ケアマネ  

ージャー等も加わった場合 2000点  

社会医療診療行為別調査（各年6月窄査分）  

平成19年  平成20年  

算定回数  実施件数  算定回数  実施件数   

退院時共同指導料1  

退院時共同指導料2  

2 平成21年度介護報酬改定において、ケアマネージャーが入院中の医療   

機関の職員と面談を行った場合の評価を行った。   



3 老健施設入所者については、介練報酬に包括されている医療行為や薬   

剤等又は老健施設入所者に想定されない医療行為や薬剤等については   

診療報酬から算定できないこととしている（参考資料Pll～13）。   

第4 論点  

1入院後早期から退院後の生活を見通し、適切にケアマネージャーと連携   

を行う取組みについて、診療報酬上の評価をどのように考えるか（参考資   

料P3－8）。   

2■老人保健施設ががん患者をより積極的に受け入れやすくする取組みに   

ついて、診療報酬上の評価をどう考えるかく参考資料P9・一14）。  

0   



要介護（要支援）認定者数の推移  

2 要介護（要支援）認定者数   

（19年3月末現在〉   l二20年3月末現在）  

44〇万人  う 453万人（対前年度13万人増、2．9％矧  

暮介性5  ‖．Ol   

羊介址4  12Jl   

書介血3  151l   

暴介I12  17．7ち   

区分  19年虔 構成比  合計  l∝粍                  辛介I11  17．Ol  は遇的t介技  0．Ol  貫支緩2  1ユ、8＼  羊支援1  1モ＋‡＼   90  77  

羽 闇  

田  50  旺   

介護保険との連携   

（参考資料）  

2  

（平成19年介護保険事業状況報告（年報））  

介護サービスを受けるまでの流れ  

30田以内（原則）  
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スムーズな介護サービスへの移行のための連携の在り方  一主治医意見書を入手している割合－  

ロほぼt■  

■○－■■暮t  

■1・－●tl■よ  

1ほとんど入■していない  

ロ■■■  
要介護抜足i  
申中計一二  

O一  之01  ヰ01  10！1  801  10   

渾出入：「鳥篭介江東捜事t所員び介正文け暮∩且業績の舞凱こ叫する■暮J（尊慮17、19年機式曇牡三文糧食新大桁）   

－ケアマネジメントの業務プロセスに的して、介護支横専門鼻が、  

自分の担当ケースに対して「ほぼ全点にできている」と回答した割  

合が増加  
OI lOヽ 201101 ヰ01 50ヽ 柏■ †机．8Ml凱佃  
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介護支援専門員の悩み  

○ 介株支嬢書「1Åが処遇田無と感じる利用者憮  ○ 他機関との連携に関する悩み  

”テ2／0¢2ネ■瀬峰酌  

割合（％）   

全体   l00．g   

主治医との邁携が取りにくい   即ヱ   

市町村から羊介催充精巣の通知が  1「瓦5   

乗るのが遅い   

サービス事業者・過当暑からの情報攫供が   2乙2   

少ない   

サービス事業者・抵当著と日程的に会■が   lT．8   

開催できない   

サービス事業者にサービス漣供1を   柑．1   

作成・送付する手間   

“≠亘疹痛棒重症  

割合（％）   

全体   100．8   

独居の利用著   88．l   

毛撫の暮向が強く振り回されも利用書   32ユ   

本人と豪族の意向が異なる利用者   82．1   

ケアマネが必憂と考えるサービスを   29．t   

卦ナ入れない利用書  

汲知虚などt息表示が困難な利用者  之8．8  

自己■超できる金肌こ制限のある利用者  2l．7   

※出鼻二ー居宅介乱支援事業所及び介護支捜事円■業務の実惣に関する鋼1」（平成19年株式会社三井ギ舎研究所）  

＿」  ‾ J 



2．特別な医療 （過去14日間以内に受けた医療のすべてにチェック）  

処置内容  口点滴の管理  口中心静脈栄養  口達折  口ストーマの処せ □酸素療法  
ロレスピレーター  ロ気管切開の処置   □痺痛の看護□経菅栄養  

特別な対応 ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）口碑瘡の処置  
ービス計画作成時に必要な医学的なご意見専を記載して下さい。 
も記載して下さい。（情報提供事や身体障害者申請診断書の写し 

ロカテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）  



外来化学療法件数の推移  
介護老人保健施設入所者に対して医療保険か   

ら算定できる医療サービスの概要について  

併設している病院・ ： 併設していない病院・  
診療所の場合  診療所の場合  

l  

■－－－－■■■－－－■■一－■●■一－－－－一一－－－－－－－◆－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－■■一一■■■－－－■＿＿＿＿＿  

外来化学療法加算の算定件数は増加傾向にある。65歳から74歳においては、平成20年に  
減少しているが、75歳以上は増加傾向を示しているら  

初・再診料，外来診療料、往診料  診療情報提供料（一部のみ）  
■平成18年  

■平成19年  

■平成之0年  
検査料  

換気力学的検査、超音波検査、内視鏡検査、耳鼻咽喉   
科学的検査、眼科学的検査、皮膚科学的検査等  

愕 レ 
〕  

総数  00ー糾▲  砧－7ヰ▲  乃▲以上  

（社会医療診療行為別爛壬各年6月♯査分）  

リハビリテーション料  

［心大血管リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション等〕  

内服薬及び外用薬  

抗悪性腫瘍剤、療病コントロールのための医療用麻薬、抗ウイル  
ス剤（B型肝炎、C型肝炎、AIDS又はHlVの効能効果を有  

するもの）  

老健施設入所者に占める悪性腫癌患者  
3163．1％  

I 

注射薬  

エリスロポエチン、タルペポエチン（人工腎臓又は腹膜濯流を受けてい  
る患者のうち腎性貧血にあるものに投与された場合）  

療病コントロールのための医療用麻薬  

インターフェロン製剤（B型肝炎、C型肝炎の効能効果を肯するもの）、  
抗ウイルス剤（B型肝炎、C型肝炎、AIDS、HlVの効能効果を有  

するもの） 

皿友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複  

合体  

老人保健施投入新着の医療処置の状況  

t去性新生鞠 その他   

1点滴  ■膀胱カテーテル■人工膀胱  ■人工肛門  

■喀疲吸引  暮ネブライザー ■酸素療應  ■気管切開  

■人工呼吸器 ■中心静脈  ■経管栄養  ■▼鷹  

■透析  ■ドレーン   暮モニター測定 ■じょく瘡の処置  

●棚管理 ■服薬  応その他  1医療処置なし10  

画像診断、放射線治療、病理診断は併設・併設以外に拘わらず算定できる  
精神科専門療法は併設・併設以外に拘わらず算定できない  

1
2
3
4
 
 

※
※
※
※
 
 

算定できる項巨＝ま機器を持ち込んでも変わらない  

詳細については別紙参照  
11   



的心マッサージ OJ050気管内洗浄  

OK〔め2デブリードマン（100cnl未満のもの［KOO2「1」】に限る）  
OKO89爪甲除去循 OK090ひよう痕手術  

（※4別紙）  

介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる項目  
算定で苦るものについては「0」  

算定できないものについては「×」  

状態lこあるものに投与された場合に限る）  

○抗ウイルス剤（B型肝炎またはC型肝炎の効能もしくは効果を有するものおよ  

○血友病の治療に係る血液凝固因子製剤および血液凝固因子抗体迂凰活性複合  

OH∞1脳血管疾患等リハビリテーション料、H002運動韓リハビリテーシヨ   
ン料、H∝）4摂食機能療法、H∞5視能訓練  ×  
○上記を準用して点数の算定される特殊なリハビリテーション  

※5 診療情報提供料は、B009注4に規定する、介楳老人保健施設に入所する精神障害   
者の社会復帰の促進に必要な情報を当言亥施設に提供した場合に算定するものに限る  

13   
12  



（※6）  

●介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる特定保険医療  

材料   
0 001腹膜透析液交換セット   

0 002在宅中心静脈栄養用輸液セット   

0 003在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル   

0 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用デイスポーサブルカテーテル   

○ ∞5在宅寝たきり患者処置用栄舞用デイスポーサブルカテーテル   

○ α）6在宅血液透析用特定保険医療材料（固跨を含む）   

川ダイアライヴー（2）吸書聖血液浄化謂  

●介護老人保健施設入所者に対して医療保険から算定できる在宅療薫指導  

管理材料加算   
U し1〇Ul山楷【∃⊂ユ凋スE請〟］昇   

O C151注入器加算   

O C152間歌注入シリンジポンプ加算   

O C153注入器用注射針加算   

O C154紫外線殺菌器加算   

O C155自動腹膜濯流装置加算   

O C156透析液供給装眉加算   

O e157酸素ボンベ加算   

O C158酸素濃縮装置加算   

O C159液化酸素装置加算   

O C159－2呼吸同相式デマンドバブル加算   

O C160在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算   

O C161注入ポンプ加算   

O C162在宅成分栄養経菅栄賀法用栄寮菅セット加算   

O C163間取導尿用ディスポーザブルカテーテル加算   

O C164人工呼吸器加算  

o c165経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算   

O C166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算   

O C167疫病管理用送僑器加算   

O C168携帯型精密輸液ポンプ加算   

O C169気管切開患者用人工鼻加算  

14   


